
京都市告示第   号 

 平成２４年３月２２日京都市告示第４４７号（建築物環境配慮性能表示基準）の一部を

次のように改めます。 

  令和３年３月３１日 

                          京都市長 門 川 大 作 

第１条中「第４５条第１項」を「第５８条第１項」に改める。 

第４条第３項中「第４６条第１項」を「第５９条第１項」に改め，同条第４項中「第

４６条第２項」を「第５９条第２項」に改める。 

第５条中「第４７条第３項」を「第６０条第３項」に，「第２８条第１項」を「第３

３条第１項」に改める。 

第６条中「第４９条第１項」を「第６２条第１項」に，「第４７条」を「第６０条」

に改める。 

第７条中「都市計画局建築技術担当局長」を「都市計画局建築技術・景観担当局長」

に改める。 

附  則 

 この告示は，令和３年４月１日から施行する。 

（都市計画局建築指導部建築審査課） 

附　則　
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